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製品回収（リコール）について 
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 製品事故が頻繁に発生しており、新聞やテレビなどで報道される機会が多くなりました。最近では、

家庭用シュレッダーでの指切断事故、ガス湯沸器での一酸化炭素中毒事件、ノート型パソコンのバッテ

リーからの発火事故など、家庭で使用される製品に関する事故が相次いで明るみになっております。事

故が発生した場合や事故発生の疑いがある場合、メーカーは製品の回収、無償修理で対応します。その

ため、メーカーが告知する製品回収（リコール）の社告を新聞紙面などで目にする機会が多くなりまし

た。社告では、今後被害が発生する恐れのある製品についても呼びかけがありますので、社告に対する

注意点についてアドバイスします。 
 

【社告掲載例】 

 

 

【アドバイス】 
◆ 製品回収の新聞社告は、最近では新聞紙面の第１社会面の最下段または最下段から二段目に掲載

されることが定着してきました。どのような製品が、どのような理由で回収されるのか、社告で

確認する習慣を身につけましょう。 
◆ 取扱説明書は無くさずに一カ所にまとめて保管し、製品回収に関する情報に接したときに確認で

きるようにしておきましょう。 
◆ 販売店へ買い物に行くときは、店舗内に製品回収に関するポスターなどが貼られていないか注意

しましょう。 
◆ 製品購入後もサポートが受けられますので、ユーザー登録ができる製品については登録しておき

ましょう。 
◆ 製品回収の該当品を所有していた場合は、放置せずに面倒でも指定の連絡先に必ず連絡しましょ

う。 
◆ 製品回収について不明な点は、最寄りの市町村窓口や消費生活センターへ問い合わせてください。

（国民生活センター発行「たしかな目」２００３年１１月号 No.２０８より）
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